
議案第104号 

 

   つくば市保健センター条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和２年12月４日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市保健センター条例の一部を改正する条例 

 

つくば市保健センター条例（昭和63年つくば市条例第113号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表豊里保健センターの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

現在豊里保健センターは、保健センターとしての機能を有しておらず、記載を削

除するため、この条例案を提出するものである。 



  議案第104号資料 

 

つくば市保健センター条例（昭和63年つくば市条例第113号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

大穂保健センター つくば市筑穂一丁目10番地４ 

  

谷田部保健センター つくば市谷田部4774番地18 

桜保健センター つくば市流星台61番地１ 

茎崎保健センター つくば市小茎320番地 
 

名称 位置 

大穂保健センター つくば市筑穂一丁目10番地４ 

豊里保健センター つくば市高野1197番地20 

谷田部保健センター つくば市谷田部4774番地18 

桜保健センター つくば市流星台61番地１ 

茎崎保健センター つくば市小茎320番地 
 

第３条 （以下略） 第３条 （以下略） 

 


